
協議会規約の改正及び新規会員について 

 

 

１ 経 過 

令和 4 年 5 月 31 日  信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会規約 承認 

信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会 設立 

（建築関係 12 団体、4 市、県 3 課室） 

令和 5 年 5 月  ８日   新規会員の入会に関する決議 （書面会議） 

（独立行政法人住宅金融支援機構、長野県住宅供給公社） 

令和 5 年 6 月  1 日   新規会員の入会 承認 

信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会規約 一部改正 

 

２ 新規会員 

 ① 独立行政法人住宅金融支援機構 （東京都） 

 ② 長野県住宅供給公社 （長野市） 

 

３ その他 

 信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会 会長・副会長の選任について（協議会内規参照） 

 

 

資料１ 



信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この会は、信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、「信州健康ゼロエネ住宅指針」に則った信州らしい住まいづくりの推進や県民への普

及啓発活動を通じて、県民の意識の向上や支援を行うとともに、高性能住宅に関する技術普及や技術力

向上に取り組むことにより、住宅分野における 2050 ゼロカーボン実現に寄与することを目的とする。 

（事業）  

第３条  協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を実施する。  

（１） 信州健康ゼロエネ住宅に関する県民への普及啓発活動 

（２） 高性能住宅に関する技術普及及び技術力向上に関する研修会の開催等  

（３） 木造住宅の高性能化に関する工法、建材、設備機器などの情報提供、供給等  

（４） その他協議会の目的を達成するために必要な事業 

（会員） 

第４条 協議会の会員は、別表のとおりとする。 

２ 前項以外の団体の入会は、協議会の会議（以下「会議」という。）において承認するものとする。な

お、市町村及び県の組織の入会については、この限りではない。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１） 会 長  １名 

（２） 副会長  ２名 

２ 会長は、会員の互選により選任する。 

３ 副会長は、会長が指名し、会員の同意を得て選任する。 

（アドバイザー等） 

第６条 協議会に次のアドバイザー等を置く。 

（１） アドバイザー 

（２） オブザーバー 

２ 前項のアドバイザー等は、あらかじめ会員の意見を聞いて会長が指名する。 

（会議） 

第７条 会議は、会員により構成する。 

２ 会議は、会長が招集する。 

３ 会長は、会議を主宰する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

５ 会長は、必要と認めるときは、会員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 



 

（部会）  

第８条  協議会は、第３条の事業を実施するにあたり、専門的かつ具体的に協議・検討するために、部

会を設置することができる。 

２ 部会長は、会員の中から会長が指名し、部会員は、部会長が指名する。  

３ 部会は、部会長が招集する。 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、長野県建設部建築住宅課に置く。 

（その他） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会議に諮り定める。 

 

附則 

この規約は、令和４年５月 31 日から施行する。 

この規約は、令和５年６月１日から施行する。 

 

（別表） 

関係団体 独立行政法人住宅金融支援機構 

信州の快適な住まいを考える会 

信州木材認証製品センター 

一般社団法人信州木造住宅協会 

一般社団法人新木造住宅技術研究協議会長野支部 

一般社団法人長野県建設業協会 

長野県建設労働組合連合会 

公益社団法人長野県建築士会 

一般社団法人長野県建築士事務所協会 

長野県工務店協会 

長野県住宅供給公社 

長野県木材協同組合連合会 

長野県優良住宅協会 

公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会 

市 町 村  長野市 

松本市 

上田市 

飯田市 

長 野 県 環境部ゼロカーボン推進室 

林務部県産材利用推進室 

建設部建築住宅課 

 



 

 協議会内規  

 

信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会 会⻑・副会⻑の選任について 

 

１ 会⻑・副会⻑について 

(１) 会⻑・副会⻑に関する基本事項 

ア）任 期  原則２年間とする 

イ）会 ⻑  設計関係団体及び施工関係団体※1 交互に選任する 

ウ）副会⻑  副会⻑のうち１団体は次期会⻑を選任し、 
もう１団体は市町村を充てる 

(２) 副会⻑選任案（R4 年度から R6 年度(第１回協議会まで)） 

副会⻑ 備 考 

公益社団法⼈⻑野県建築⼠会 設計関係団体 

⼀般社団法⼈⻑野県建設業協会 施工関係団体 

(３) 副会⻑選任案（R6 年度(第１回協議会)以降） 

    付表「会⻑・副会⻑等持ち回り」のとおり 
 
※ 団体の会員の属性により次のとおり定める 
   《設計関係団体》（五十音順） 

(公社)⻑野県建築⼠会、(一社)⻑野県建築⼠事務所協会、 
(公社)⽇本建築家協会関東甲信越⽀部⻑野地域会、 

   《施工関係団体》（五十音順） 
信州の快適な住まいを考える会、(一社)信州木造住宅協会、 
(一社)新木造住宅技術研究協議会⻑野⽀部、(一社)⻑野県建設業協会、 
⻑野県建設労働組合連合会、⻑野県⼯務店協会、⻑野県優良住宅協会 

補足資料 



（付 表） 

信州健康ゼロエネ住宅普及促進協議会 会⻑・副会⻑等持ち回り表 

 

 (１) 会⻑・副会⻑ 

次に定めるとおり選任するものとする。 

※ 表中の【設】は「設計関係団体」、【施】は「施工関係団体」を示す。 
※ R12 年度以降については、普及状況や社会情勢等を踏まえ R11 までに協議する。 

 
 

(２) 事務局 

当⾯の間は⻑野県建設部建築住宅課に置く。 

年度 会 ⻑ 副会⻑ 備考 

R4〜5 
(2022-23) ⻑野県建築住宅課 建築⼠会 建設業協会  

R6〜7 
(2024-25) 建築⼠会【設】 建設業協会 ⻑野市 

省エネ基準 
適合義務 
施行 

R8〜9 
(2026-27) 建設業協会【施】 建築⼠事務所協会 松本市  

R10〜11 
(2028-29) 建築⼠事務所協会【設】 建設労働組合連合会 上田市  


